
第 1 条 　令和元年度  総社市水道事業会計の補正予算（第２号）は，次に定めるとこ

ろによる。

第 2 条 予算第４条本文括弧書中，資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

「584,700千円」を「584,900千円」に改め，当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額「62,416千円」を「58,944千円」に，過年度分損益勘定留保資金

「297,802千円」を「301,474千円」に改め，資本的収入及び支出の予定額を次の

とおり補正する。

第 1 款 千円 千円 千円

第 1 項 千円 千円 千円

第 3 項 千円 千円 千円

第 1 款 千円 千円 千円

第 1 項 千円 千円 千円

第 3 条 　予算書第５条起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法を次のとお

（計）（補正予定額）（既決予定額）（科　　目）

△ 40,000

支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出

653,800

1,000,200

1,238,700

△ 40,0001,040,200

1,278,700

資本的収入

9,800

△ 50,000

△ 40,200

59,543

500,000

694,000

資本的支出

建設改良費

令和元年度  総社市水道事業会計補正予算(第２号）

収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

議案第17号

り補正する。

企 業 債

分 担 金 69,343

450,000



令和２年２月２６日　提出

総社市長　　　片　岡　　聡　一

償還の
方法

起債の
目的

補正前 補正後

補正前
に同じ

600,000 ( ただし，利率
見直し方式で
借り入れる資
金について，
利率の見直し
を行った後に
おいては当該
見直し後の利
率 )

450,000

千円

普通
貸借

又は

証書
借入

3.0％以内 千円

補正前
に同じ

　政府資金につい
ては，その融資条件
により，銀行その他
の場合には，その債
権者と協定するとこ
ろによる。なお，財
政上の都合により繰
上償還を行い，若し
くは償還年限を短
縮し，又は低利債に
借り換えることがで
きる。

水道施設
改良事業

補正前
に同じ

起債の
方法

利率限度額
起債の
方法

利率
償還の
方法

限度額



（収　入）

1

694,000 △ 40,200 653,800

1

企 業 債 500,000 △ 50,000 450,000

1

水 道 事 業
企 業 債

500,000 △ 50,000 450,000

3

分 担 金 59,543 9,800 69,343

1

水 道 事 業
分 担 金

59,543 9,800 69,343

（支　出）

1

1,278,700 △ 40,000 1,238,700

1

建 設 改 良 費 1,040,200 △ 40,000 1,000,200

1

水道施設整備費 947,200 △ 40,000 907,200

資 本 的 支 出

(単位　千円)

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　考

補正予定額 計 備　考

資 本 的 収 入

令和元年度　 総社市水道事業会計補正予算（第２号）実施計画

資　本　的　収　入　及　び　支　出

(単位　千円)

款 項 目 既決予定額


